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１．賃上げ要件とは
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常時使用する従業員の平均賃金を令和７年12月時点と比べ、
３.５％以上増加させることが申請者の要件となります。

賃上げ要件とは?

【賃上げ時期】
令和８年１月１日から補助金の申請日までの間

【賃上げ内容】
従業員の平均賃金を令和７年12月時点と比べ
３.５％以上引き上げ

【申請時】
「賃金上昇要件確認ツール（様式第１号-
⑥）」の賃上げ前と後の２シートにより、
賃上げが達成されているか確認します。
※賃金上昇要件確認ツール（様式第１号-⑥）はエクセル形式のままご提出くださ
い

交付申請日までに賃上げしている場合
【賃上げ時期】
申請日から補助事業完了日までの間

【賃上げ内容】
従業員の平均賃金を令和７年12月時点と比べ、
３.５％以上引き上げ

【申請時】
・「賃金上昇要件確認ツール（様式第１号-⑥）」の
賃上げ前シートにより、対象従業員数を確認します。
（実績報告時に賃上げ後シートを確認し、賃上げが達成されているか確
認します。）
※賃金上昇要件確認ツール（様式第１号-⑥）はエクセル形式のままご提出ください
・「賃金引き上げ計画の表明書(様式第１号-⑤)」により、
従業員に賃上げを表明し、表明書を提出してください。

交付申請後に賃上げを行う場合



２．補助対象事業者の判断
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交付申請時点で、
「賃上げ前(R7.12時点)」と「賃上げ後(予定含む)」を比較できる従業員」はいるか

いる

実施
(予定あり)

いない

実施していない
（予定なし）

すでに賃上げを
実施済み

事業実施期間中
に賃上げ予定

補助金の申請は
できません。

・賃上げシートに賃上げ前後の内
容を入力して提出してください

・賃上げシートに賃上げ前の内容
を入力して提出してください。
・「賃金引き上げ計画の表明書」
を作成し、賃上げを表明してくだ
さい。

×3.5%以上の賃上げを実施
（または、賃上げ予定がある）

○
【上記の特例】

令和７年12月時点で比較できる従業員がいない事業者（一人親方や退職、
試用期間中等による）については、
令和８年１月１日以降、賃上げ前後を比較できる従業員がいる場合、
特例として申請の対象となります。【詳細は9ページ参照】

判定表

×

交付申請時点で、常時使用する従業員を１名以上雇用しているか

いない×

いる



３．対象となる従業員
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滋賀県内の事務所または事業所に在籍す
る従業員

※滋賀県外の事業所に在籍している従業
員については、計算から除外

Ａ.勤務地

賃上げ率算定対象となる従業員は?
「Ａ:滋賀県内の事業所」に
「Ｂ:賃上げ前、賃上げ後の両期間ともに在籍」している
「Ｃ:正規雇用、契約社員、パート・アルバイト」

「令和7年12月（賃上げ前）」と「令和8年任意
の月（賃上げ後）」の両期間ともに滋賀県内の
事務所または事業所に在籍している従業員

※採用、退職、転勤などの理由により、「賃上
げ前、賃上げ後」のいずれかを滋賀県内の事務
所に在籍していない従業員は、計算から除外

正規雇用、契約社員、
パート・アルバイト

※役員｟従業員と兼務している場合
を除く｠、派遣社員、その他の人数
は含めない
※青色申告専従者は対象外

京都営業所 滋賀支店 賃上げ前 賃上げ後

Ａさん Ｂさん Ｃさん Ａさん Ｄさん Ｅさん
異動

滋賀支店

退職 異動 採用
計算対象 計算対象 計算対象

Ｂ.対象者 Ｃ.雇用形態

正社員 契約社員 役員 派遣社員

計算対象



3．対象となる従業員
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補助上限額の区分は、交付申請時点における、算定対象従業員数で判断します。

区分
Ａ：賃上げ率算定対象の

従業員１～５名
Ｂ：賃上げ率算定対象の

従業員６～20名
Ｃ：賃上げ率算定対象の

従業員21名以上

補助上限額 50万円 200万円 500万円

補助下限額 15万円

補助率 2/3 1/2

ただし、交付申請後に賃上げを行う場合においては、
交付申請時点における「賃上げ前」の算定対象従業員の人数で判断します。

「賃上げ後」に退職などにより人数の変動があったとしても補助上限額の区分の変更は行いません。

※賃上げを行う際に従業員がいなくなったり、賃上げ率3.5%が達成できなければ交付決定は取り消します。



3．対象となる従業員
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〇 従業員が退職した場合

交付申請後に賃上げを実施する場合、交付申請時点で退職している従業員は対象に含みません。
R7.12時点 交付申請時（例:R8.3） 賃上げ時点（例:R8.10） 実績報告

Aさん ７名在籍
Bさん
Cさん
Dさん
Eさん
Fさん(R8.6退職)
Gさん(R8.1退職)

Ａ
Ｂ
Ｃ Gさんを除く６名で交付申請
Ｄ （算定対象従業員数は６名とな
Ｅ り、補助上限額200万円とし
Ｆ て交付決定）

Ａ
Ｂ ＦさんはR8.6で退職した
Ｃ ため、A～Eさんの５名の
Ｄ 賃上げを実施
Ｅ

５名の賃上げを
実績報告
（補助上限額は
200万円のまま）

R7.12時点 賃上げ時点（例:R8.1） 交付申請時（例:R8.3） 実績報告
Aさん ６名在籍
Bさん
Cさん
Dさん
Eさん
Fさん（R8.2退職）

Ａ
Ｂ
Ｃ A～Ｆさんの６名の賃上げ
Ｄ を実施
Ｅ
Ｆ

Ａ
Ｂ 賃上げ前後の従業員が確定
Ｃ しており、６名で交付申請
Ｄ （Fさんは賃上げ前後の両期
Ｅ 期間在籍しているため対象)
Ｆ

交付申請時点で、
賃上げを確認済みの
ため、賃上げの確認
は不要

交付申請時点で賃上げを実施している場合、交付申請時点で退職している従業員も賃上げ前後に在籍していれば、
含みます。



3．対象となる従業員
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〇 事業所全体の従業員数と「算定対象従業員数」が異なる場合
交付申請時にシステムに登録する事業所全体の「従業員数」と「算定対象従業員数」に差が生じる場合、
差異の理由をシステムに入力をお願いします。

記入例:
県外営業所の従業員●名、退職者●名、育休中従業員●名、役職定年等による賃金減少者●名を除く



４．令和７年12月時点で比較できる従業員がいない事業者の特例
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交付申請時点で従業員を雇用しているが、
令和７年12月末時点で比較できる従業員がいない事業者について、
令和８年1月1日以降、賃上げ前後を比較できる従業員がいる場合、特例として申請の対象とします。
（想定される例）

一人親方の場合
Ｒ７.12時点で従業員がいない場合
Ｒ8.1以降に採用し、賃上げを実施

R7.12時点に対象者従業員がいない場合
Ｒ7.12時点で従業員はいるが、対象となる従業員がいない場合
（例）・R7.12時点の従業員がR8.1に退職してしまった

・R7.12時点では従業員が試用期間中だった など
申請対象

Ｒ7.12 Ｒ8.1

従
業
員
な
し 賃上げ前:R8.1以降に採用し、

試用期間終了後の賃金支給月
（上記の場合、R8.3）

賃上げ後:賃上げ実施月
（上記の場合、R8.9）

Ｒ7.12 Ｒ8.1

R8.1以降に採用し、交付申請日までに試用期間
を終了し、本来の賃金を支給（賃上げ前）。
その後、賃上げを実施（賃上げ後）。

いずれも
申請対象

Ｂさん
対
象
従
業
員
な
し

Ｒ8.３ Ｒ8.9

採用 試用期間
終了後、

本来の賃金を
支給

→交付申請

R8.3と比較して、
3.5％以上の
賃上げを実施

Aさん

Ｒ7.12時点に
在籍していたが、

R8.1に退職したため、
対象外

Cさん

R7.12時点では
試用期間中のため

対象外

R8.1以降、交付申請日までに試用期間を終了し、
本来の賃金を支給（賃上げ前）。
その後、賃上げを実施（賃上げ後）。

継続雇用



５．対象となる手当
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対象となる手当は?

「毎月固定的に支給する手当」が対象となります。
※残業代などを計算する際に利用する基礎賃金が計算対象。

※「基本給」
「役職手当、管理職手当、職務手当」など
毎月固定的に支給する手当

（手当例）
・役職手当
・管理職手当
・職務手当 など

対象となるもの

※個々の事情により差が生じる手当

（手当例）
・残業代 ・賞与
・家族手当 ・住居手当
・通勤手当
・単身赴任手当
・臨時に支払われた賃金 など

対象とならないもの



６．賃上げの計算
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賃上げはどう計算するの?
「賃金上昇要件確認ツール」に対象となる従業員の内容を入力
し、計算してください。

①対象となる従業員の氏名を記載ください。
※ご提出いただく給与明細一覧や賃金台帳の
従業員の並び順に合わせて、シートを作成し
てください

②所定労働時間を記載ください。

所定労働時間＝
「１日の労働時間」×「１か月の労働日数」
※詳細は12～13ページをご参照ください。

③基本賃金、対象となる手当を記載ください。

※対象となる手当は、10ページを
ご参照ください。



６．賃上げの計算
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（正社員、契約社員）所定労働時間の計算について
①「１日の労働時間」 × ②「１か月の労働日数」 = ひと月の月所定労働時間

就業規則等で定められた時間を記載ください。
（例）８時間

なお、残業時間は除くものとします。

①１日の労働時間

令和７年１２月（賃上げ前）における労働日数を基準として算出ください。

「賃上げ後」の労働日数についても、実際の労働日数でなく、
令和７年１２月（賃上げ前）の対象月の労働日数を適用ください。

（例）土日祝日・年末年始が休日の場合
賃上げ前:令和７年（2025年） 12月 ⇒ ２０日
賃上げ後:令和８年（2026年） ２月 ⇒ １８日
⇒ いずれも「２０日」を労働日数の基準として適用。

※実際の労働日数は異なりますが、平均時給の比較を行うため、
「令和７年１２月（賃上げ前）の日数」を適用ください。

②「１か月の労働日数」

就業規則の変更等により、「１日の労働時間」が変更と
なった場合、賃上げ後の内容は、変更後の内容を反映した
「労働時間」にて計算してください。
その際は、変更後の就業規則と雇用形態のわかる書類（雇
用契約書など）をご提出ください。



６．賃上げの計算
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所定労働時間の計算について
日給制やシフト制など、ひと月あたりの所定労働時間
または所定労働日数がない場合は、
実労働時間（残業時間除く）を記載してください

基本賃金・手当ついて
・基本賃金（基本給）
時給に実労働時間（残業時間除く）を乗じたもの

・手当
毎月固定的に支給する手当（Ｐ９を参照）

（パート、アルバイト）



６．賃上げの計算
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賃上げ率について

・賃金上昇要件確認ツール（様式第１号―⑥）に 「賃上げ前」と「賃上げ後」の内容を入力。

・賃上げ後の「平均賃金増加率」を確認ください。

基本賃金を
引き上げ

賃上げ率3.5%以上で、
要件達成!



７．提出書類
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①交付申請までにすでに賃上げ済みの場合提出書類
●「令和７年12月時点」と「賃上げ後の月」の常時使用する従業員の平均賃金を証明する基本給と労働時間のわ
かる書類
① 賃金上昇要件確認ツール（様式第１号―⑥）
※賃上げ前と後の２シート入力（エクセル形式のままで提出。その他のファイル形式は不可）
※Ｐ11-14の内容をご確認ください。

② 賃上げ前後の給与明細一覧表や賃金台帳（事業者名が記載されたもの）
※ご提出いただく給与明細一覧や賃金台帳の従業員の並び順に合わせて、シートを作成してください

③就業規則など、令和７年12月（賃上げ前）時点の「所定労働日数」と「所定労働時間」が確認できる書類
※パート・アルバイトなど、ひと月のあたりの所定労働時間または所定労働日数が決まっていない場合は、

タイムカードなど、「賃上げ前後の労働時間の確認できる書類」も併せてご提出ください。
※賃上げ後に、所定労働時間に変更があった場合、変更後の就業規則と雇用形態のわかる書類（雇用契約書

など）をご提出ください。



７．提出書類
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②交付申請後、補助事業完了までに賃上げを行う場合提出書類
●「令和７年12月時点」の常時使用する従業員の平均賃金を証明する基本給と労働時間のわかる書類
① 賃金上昇要件確認ツール（様式第１号―⑥）
※賃上げ前シートのみ入力
（エクセル形式のままで提出。その他のファイル形式は不可）

※実績報告時に賃上げ後のシートを入力し、提出いただくことになります。

② 令和７年12月（賃上げ前）の給与明細一覧表や賃金台帳
（事業者名が記載されたもの）
※ご提出いただく給与明細一覧や賃金台帳の従業員の並び順に合わせて、シートを作成してください

③ 就業規則など、令和７年12月（賃上げ前）の「所定労働日数」と「所定労働時間」が確認できる書類
※パート・アルバイトなど、ひと月のあたりの所定労働時間または所定労働日数が決まっていない場合は、

タイムカードなど、「令和７年12月の労働時間の確認できる書類」も併せてご提出ください。
※賃上げ後に、所定労働時間に変更があった場合、変更後の就業規則と雇用形態のわかる書類（雇用契約書

など）を実績報告時にご提出ください。

●賃金引き上げ計画の表明書（様式第１号―⑤）
賃上げを行う旨を従業員へ表明ください。
※口頭での表明は不可。用紙配布やメール等記録に残る方法に限ります。

なお、「賃上げを行わなかった場合」や「3.5%未満の賃上げ」となった場合、
交付決定を取り消します。



８. 追記事項
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交付申請時にご注意いただきたい事項
① 交付申請時に「申請日までに賃上げ」を選択される場合は、必ず「実際に賃上げ後の給与を支払っ
た月」を算定月として選択してください。未払いの状態では、この項目を選択することはできません。

② 交付申請時に「申請日までに賃上げ」を選択される場合は、令和8年1月以降に新設された手当につ
いては、それが固定的（毎月定額）に支払われているかを確認するため、賃上げ後のひと月前およびそ
の翌月の給与明細（賃金台帳）などをご提出いただきます。

③ お手数ですが、給与明細（賃金台帳）などの余白に、算定対象従業員の雇用形態（正社員・アルバ
イト・パートなど）をご記入ください。


